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くらしの

情 報

くらしの情報 滑川市役所
〒936-8601 滑川市寺家町104 ☎475-2111

耳
・
補
聴
器
の
相
談
会

障
が
い
者
・
家
族

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
大
会

家
庭
用
品
修
理
相
談
デ
ー

10
月
１
日
の

事
業
所
・
企
業
統
計

調
査
に
ご
協
力
を
！

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
会

（
法
定
講
習
）
の
ご
案
内

　

障
が
い
を
も
つ
方
と
そ
の
家
族

が
、
い
ろ
い
ろ
な
競
技
を
通
じ
て

　

耳
の
不
自
由
な
方
や
補
聴
器
の

調
子
が
悪
い
方
の
相
談
を
受
け
付

け
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
相
談
料
は
無
料
で
す
。

と
き　

10
月
26
日
㈭

　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時

と
こ
ろ　

市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

２
階
大
会
議
室

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先　

福
祉
課

　

社
会
福
祉
担
当（
内
線
３
３
２
）

　

10
月
１
日
、
全
国
一
斉
に
５
年

に
一
度
の
事
業
所
・
企
業
統
計
調

査
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
す
べ
て
の

事
業
所
・
企
業
が
調
査
対
象
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
一
部
世
帯
を
対

象
に
10
月
20
日
現
在
で
社
会
生
活

基
本
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
調
査
は
国
や
県
、
市

町
村
で
活
力
溢
れ
る
ま
ち
づ
く
り

の
施
策
や
計
画
を
立
案
す
る
た
め

の
基
礎
資
料
と
な
る
も
の
で
す
。

　

調
査
員
が
各
事
業
所
・
世
帯
に

お
伺
い
し
て
、
調
査
票
の
記
入
を

お
願
い
し
ま
す
の
で
、
調
査
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先　

企
画
情
報
課

　
　
　
　
　
　
　
（
内
線
２
２
１
）

司
法
書
士
法
律
相
談
会

　

県
司
法
書
士
会
が
無
料
法
律
相

談
会
を
実
施
し
ま
す
。

と
き　

10
月
10
日
㈫

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
問
合
せ
先　

富
山
県
司
法
書
士

　

会
（
☎
４
３
１
‐
９
３
３
２
）

新
川
会
場

と
き　

10
月
31
日
㈫
・
11
月
１
日

　

㈬
と
こ
ろ　

新
川
学
び
の
森
天
神
山

　

交
流
館

〜
限
り
あ
る
資
源
を
大
切
に
！

　

物
を
大
事
に
使
い
ま
し
ょ
う
！
〜

　

壊
れ
て
い
る
家
庭
用
電
気
製
品

や
自
転
車
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
専
門
家
に
よ
る
修
理
相
談

デ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　

10
月
29
日
㈰

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

対
象
品　

家
庭
用
電
気
製
品
（
パ

　

ソ
コ
ン
お
よ
び
関
連
機
器
を
除

　

く
）・
自
転
車

※
点
検
・
調
整
な
ど
は
無
料
で
す
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み
ん
な
で
防
ご
う

農
林
産
物
の
鳥
獣
害
③

行政相談週間と定例行政相談所開設のお知らせ
　行政相談週間（10 月 16 日㈪～ 22 日㈰）の間、次のと
おり定例行政相談所を開設します。
　登記、年金、保険、福祉、道路、窓口サービスなど役
所の仕事について、困っていることや知りたいことなど
がありましたら、この機会にご遠慮なくご相談ください。
　相談は無料で、秘密は守られます。
と　き　10 月 20 日㈮　13:00 ～ 16:00
ところ　市社会福祉センター
相談員　川尻明美さん、旦尾嘉孝さん
※このほか、行政相談委員および総務省富山行政評価事
　務所でもご相談に応じています。
問合せ先　富山行政評価事務所行政相談課
　　　　　（☎４３１‐１１００　℻４４２－８６４６）

10 月 11日㈬～ 20日㈮に
全国地域安全運動が実施されます
「みんなでつくろう安心の街」

　この運動は、地域のみなさん方の手によって、犯罪や
事故のない安全で安心して暮らせる地域社会を目指して
行われます。
○空き巣やひったくり、振り込め詐欺、痴漢などの被害
　防止に注意していますか。
○自転車やオートバイ、自動車の施錠を
　励行していますか。
○子どもを狙った犯罪対策は大丈夫ですか。
　この機会に犯罪被害防止について家
庭、職場、地域で考えてみましょう。
問合せ先　滑川市防犯協会（☎ 476-0734）
　　　　　滑川警察署（☎ 475-0110）
　　　　　滑川市安全なまちづくり推進センター
　　　　　（市役所内☎ 475-2111）

犯罪抑止シンボル
キャラクター

「越中守り獅子」

「
廉
価
で
で
き
る
自
己
防
衛
！
」

●
グ
ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
ー
、ネ
ッ
ト
、

鋼
管
パ
イ
プ
を
使
用
し
た
「
猿
落

君
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
材
料
代
が
比
較
的
安
価
で

済
み
、
効
果
的
で
す
。

●
サ
ル
追
い
グ
ッ
ズ
と
し
て
は
、

ロ
ケ
ッ
ト
花
火
、
パ
チ
ン
コ
（
ゴ

ム
バ
ン
ド
を
使
用
し
た
も
の
）
な

ど
が
効
果
的
で
す
。

「
ク
マ
に
つ
い
て
」

●
ク
マ
に
つ
い
て
は
畑
の
作
物
は

荒
ら
し
ま
せ
ん
が
、
サ
ル
と
同
様
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募　
　

集

市
民
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
大
会

参
加
者
募
集

と
き　

10
月
22
日
㈰
午
前
９
時
〜

と
こ
ろ　

東
福
寺
野
自
然
公
園
パ

　

ー
ク
ゴ
ル
フ
場

内
容　

４
人
一
組
の
団
体
戦

　
　
　
（
協
会
員
２
人
ま
で
可
）

申
込
締
切　

10
月
９
日
㈪
ま
で
に

　

各
地
区
公
民
館
へ

参
加
費　

１
チ
ー
ム
２
千
円

　
（
入
場
料
、
プ
レ
ー
代
別
途
個

　

人
負
担
）

▼
問
合
せ
先　

各
地
区
公
民
館
お

　

よ
び
ス
ポ
ー
ツ
課

　
　
　
　
　
　
　
（
内
線
２
５
８
）

学
校
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

（
嘱
託
）
を
募
集
し
ま
す

応
募
資
格　

パ
ソ
コ
ン
検
定
２
級

　

程
度
の
技
能
を
お
持
ち
の
方
ま

　

た
は
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
経
験

　

者
、
年
齢
50
歳
ま
で
の
方

業
務
内
容　

市
内
小
中
学
校
の
コ

　

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
教
育
の
補
助
、

　

生
涯
学
習
に
お
け
る
Ｉ
Ｔ
教
育

　

の
推
進

勤
務
地　

市
内
中
学
校

労
働
条
件　

週
30
時
間
勤
務
、

　

月
給
制
、
社
会
保
険
制
度
有
り

応
募
締
切　

10
月
16
日
㈪
ま
で

▼
問
合
せ
先　

学
務
課

　
　
　
　
　
　
　
（
内
線
２
５
２
）

～石綿救済法等に係る各種請求はお早めに～
石綿ばく露を原因とする疾病により死亡した労働者のご遺族の皆さまへ
●石綿救済法に基づく特別遺族給付金のうち特別遺族年金は、請求があっ
　た日の翌月分からが支給対象です。
●特別遺族給付金の請求期間は、法施行日（平成 18 年３月 27 日）から
　３年間です。
●労災保険給付の遺族補償給付を受ける権利は、時効により労働者が死
　亡した日の翌日から起算して５年で消滅しますのでご注意ください。
問合せ先　富山労働局労働基準部労災補償課（☎４３２‐２７３９）
　　　　　または県内各労働基準監督署へ

日本司法支援センター「法テラス」オープン
　法的トラブルを解決するのに必要な情報やサービスを提供
する支援センターが開設されます。どのような方法があるの
かわからない、どこに相談すればよいのかわからないといっ
たときは、コールセンターまでお気軽にお電話ください。
コールセンター　一般相談　0570-078-374
　　　　　　　　犯罪被害者相談　0570-079-714
ホームページ　http://www.houterasu.or.jp
問合せ先　日本司法支援センター富山地方事務所
　　　　　（☎ 050-3383-5480）

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

講
習
会 

受
講
者
募
集

　

●
筆
耕
講
習
会
●

と
き　

11
月
14
日
㈫
・
15
日
㈬

と
こ
ろ　

㈳
滑
川
市
シ
ル
バ
ー
人

　

材
セ
ン
タ
ー
分
館

対
象　

お
お
む
ね
60
歳
以
上
の
方

募
集
人
数　

25
人

内
容　

毛
筆

受
講
料　

無
料

市
営
住
宅

入
居
者
募
集
◇
シ
ー
サ
イ
ド
タ
ウ
ン
有
磯
住
宅　

▼
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
〜
４
Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
中
堅
所
得
者
向
け
）　

６
戸　

家
賃
５
０
、
０
０
０
〜
９
０
、
０
０
０
円

　

●
受
付
期
限　

10
月
16
日
㈪　
　

●
抽
選
日　

10
月
18
日
㈬　
　

●
入
居
可
能
日　

11
月
１
日
㈬　
　

▼
申
込
み･

問
合
せ
先　

土
木
課
（
内
線
４
２
５
）

で
、
放
置
さ
れ
た
柿
の
木
は
絶
好

の
餌
場
に
な
り
ま
す
。
果
樹
な
ど

の
被
害
に
つ
い
て
は
、
電
気
柵
な

ど
自
己
防
衛
が
有
効
な
手
段
と
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
ク
マ
に
お
い
て
は
人
身

被
害
に
対
す
る
注
意
が
最
も
重
要

で
す
。
今
年
は
、
昨
秋
の
山
の
実

り
が
豊
作
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
子

連
れ
の
ク
マ
が
例
年
以
上
に
多
く

い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
現
在
「
ツ
キ
ノ

ワ
グ
マ
出
没
警
報
」
が
発
令
さ
れ

て
お
り
ま
す
の
で
山
へ
出
か
け
ら

れ
る
際
は
特
に
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

「
カ
ラ
ス
に
つ
い
て
」

●
カ
ラ
ス
は
、
稲
を
踏
み
倒
し
た

り
野
菜
や
果
樹
を
食
い
荒
ら
す
な

ど
の
農
作
物
被
害
を
与
え
て
い
ま

す
。
カ
ラ
ス
の
農
作
物
被
害
は
山

間
地
だ
け
で
な
く
町
の
田
畑
に
ま

で
及
ん
で
い
ま
す
。

　

自
己
防
衛
の
方
法
と
し
て
は
、

防
鳥
網
で
作
物
を
覆
う
こ
と
が

も
っ
と
も
確
実
な
被
害
防
止
策
で

す
。防
鳥
網
を
設
置
す
る
と
き
は
、

隙
間
を
つ
く
ら
な
い
こ
と
や
、
網

を
作
物
か
ら
十
分
に
離
し
た
る
ま

せ
な
い
こ
と
が
大
切
な
ポ
イ
ン
ト

で
す
。
こ
の
ほ
か
に
テ
グ
ス
を
田

畑
に
張
り
巡
ら
す
と
い
う
方
法
も

受
付
期
間　

10
月
10
日
㈫
〜

　
（
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了
）

　

●
パ
ソ
コ
ン
中
級
講
習
会
●

と
き　

11
月
24
日
㈮
〜
12
月
７
日

　

㈭
の
10
日
間
（
土
・
日
・
休
み
）

と
こ
ろ　

㈳
滑
川
市
シ
ル
バ
ー
人

　

材
セ
ン
タ
ー
分
館

対
象　

お
お
む
ね
60
歳
以
上
の
方

募
集
人
数　

20
人
（
パ
ソ
コ
ン
初

　

級
程
度
が
で
き
る
方
）

内
容　

パ
ソ
コ
ン
中
級

受
講
料　

無
料

受
付
期
間　

10
月
16
日
㈪
〜

　
（
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了
）

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
４
７
５
‐
７
５
８
５
）

効
果
的
で
す
。

　

追
い
払
い
グ
ッ
ズ
と
し
て
は
、

ロ
ケ
ッ
ト
花
火
、
パ
チ
ン
コ
（
ゴ

ム
バ
ン
ド
を
使
用
し
た
も
の
）
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

時
間
額　

６
５
２
円

（
現
行
か
ら
４
円
引
き
上
げ
）

　

こ
の
最
低
賃
金
は
、
県
内
で
働
く
す
べ
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
こ
の
金
額
に
満
た
な
い
金
額
で
労
働
者

を
使
用
す
る
と
最
低
賃
金
法
違
反
と
な
り
ま
す
。　
　

問
合
せ
先　

富
山
労
働
局
賃
金
室
（
☎
４
３
２
‐
２
７
３
５
）

富
山
県（
地
域
別
）最
低
賃
金
が

10
月
１
日
か
ら
変
わ
り
ま
し
た

受
付
期
間

　
　

10
月
５
日
㈭
〜
17
日
㈫

富
山
会
場

と
き　

11
月
29
日
㈬
・
30
日
㈭

と
こ
ろ　

富
山
市
消
防
局

受
付
期
間

　
　

10
月
20
日
㈮
〜
11
月
６
日
㈪

対
象
者　

危
険
物
の
取
り
扱
い
に

　

従
事
し
て
い
る
危
険
物
取
扱
者

▼
問
合
せ
先　

市
消
防
本
部
予
防

　

課
（
☎
４
７
５
‐
０
１
８
０
）

　

が
、
部
品
交
換
に
は
実
費
が
必

　

要
で
す
。

※
当
日
、
同
会
場
に
お
い
て
「
ミ

　

ニ
暮
ら
し
の
工
夫
展
」
も
開
催

　

す
る
予
定
で
す
。

▼
問
合
せ
先　

生
活
環
境
課

　
　
　
　
　
　
　
（
内
線
３
２
３
）

一
緒
に
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご

し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

と
き　

10
月
22
日
㈰
午
前
10
時
〜

と
こ
ろ　

サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー

　

ズ
滑
川

▼
問
合
せ
先　

福
祉
課
社
会
福
祉

　

担
当
（
内
線
３
３
２
）


